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建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
（
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
関
係
抜
粋
）

○

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
居
室
内
に
お
け
る
化
学
物
質
の
発
散
に
対
す
る
衛
生
上
の
措
置
）

第
二
十
八
条
の
二

居
室
を
有
す
る
建
築
物
は
、
そ
の
居
室
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
化
学
物
質
の
発
散
に
よ
る
衛
生
上
の
支
障
が
な
い
よ
う
、
建
築
材
料
及
び
換
気
設

備
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
九
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

第
九
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

処
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

五

第
十
九
条
、
第
二
十
条
（
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

五

第
十
九
条
、
第
二
十
条
（
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、

む
。
）
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
二
十
八
条
の
二
、
第
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
二
条
（
第

第
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
二
条
（
第
八
十
八
条
第
一
項
に

八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
（
第
八

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
（
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お

十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項
（

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項
（
第
八
十
八
条
第
一
項

第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
か

項
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
七
条
（
第
八
十
八
条
第

ら
第
三
十
五
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
七
条
（
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
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一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
四

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
七
条
、

条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項
、
第
五
十

第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
第
五
十
七
条
の
二

、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第

五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
七
条

一
項
、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第

の
二
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
条
第
一
項
若
し

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
条
の
二

く
は
第
二
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
一
条
か
ら
第

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
四
条
ま
で
又
は
第
六
十
六

六
十
四
条
ま
で
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築

条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
、
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の

物
、
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
設
計
者
（
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工

設
計
者
（
設
計
図
書
を
用
い
な
い
で
工
事
を
施
工
し
、
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な

し
、
又
は
設
計
図
書
に
従
わ
な
い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

い
で
工
事
を
施
工
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
建
築
物
、
工
作
物
又
は
建
築
設

建
築
物
、
工
作
物
又
は
建
築
設
備
の
工
事
施
工
者
）

備
の
工
事
施
工
者
）

六
～
十
四

略

六
～
十
四

略

２

略

２

略

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
建
築
基
準
法
第
二
十
八

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
改
正

規
定
（
「
第
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
二
十
八
条
の
二

」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
（
以
下
「
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旧
建
築
基
準
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許
可
、
認
定
、
申
請
等
の
処

分
又
は
手
続
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
（
以
下
「
新

建
築
基
準
法
」
と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
又
は
手
続
と
み
な
す

。


